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Ⅱ 学校教育 「南の学校教育の重点」

(1) 学校の教育目標の実現に向けたカリキュラ
ム・マネジメントの充実
① 児童生徒や保護者、地域の実態や願いを
踏まえ、自校の教育課題を基に教育目標を
見直したり、本年度重点的に取り組む目標
を設定したりする。また、学校として育成
を目指す資質・能力を身に付けた児童生徒
の具体的な姿を教職員間で共有する。

② 学校として育成を目指す資質・能力を児
童生徒が身に付けることができるよう、各
教科等の内容の関連を意識した計画に基づ
き指導に努めるとともに、教育活動の効果
を常に検証し、改善を図る。

③ 校長のリーダーシップの下で、全教職員
が役割を適切に分担したり、外部人材やス
クールカウンセラー等の専門スタッフと連
携・協働したりするなど、学校が組織とし
て教育活動に取り組む体制を整備する。

(2) 家庭や地域社会及び学校（園）間の連携・
協働の推進
① 学校の教育方針や児童生徒の状況、学校
評価等の情報を家庭や地域社会に積極的に
発信する。また、学校・家庭・地域社会が
それぞれの役割と責任を果たし、相互に連
携・協働しながら、地域全体で児童生徒の
成長を支えていく環境を整える。

② 小学校は、幼児期の教育の理解を深め、
架け橋期における資質・能力のつながりを
意識した指導方法を工夫する。また、同一
中学校区内の小・中学校が育成を目指す資
質・能力を共に検討したり、指導方法を工
夫したりするなど、相互に連携・協働し、
幼児児童生徒に対する一貫性のある教育の
推進を図る。

(3) ふるさとに学び、社会との関わりの中で資
質・能力を育む教育の推進
① 『学校教育の指針』に示す「ふるさと教
育の目指す人間像」を的確に捉え、自然や
文化、人材等の地域の教育資源や学習環境
を生かして、児童生徒が体験的、総合的に
学ぶ教育活動を推進する。

② 学齢や発達の段階を踏まえ、勤労観・職
業観を育む活動や地域の活性化に貢献する
活動等を通して、主体的に社会の形成に参
画する態度を育成する。また、キャリア教
育に関わる諸活動を記録し振り返ることの
できるキャリアノート等を、学年や校種を
超えて活用することで、児童生徒が自身の
成長を実感できるようにするとともに、学
校において学びの履歴を把握する。

③ 国際的な交流活動等による国際理解教育
の推進や外国語教育の充実等を通して、外
国の言語や文化を理解し、我が国への愛着
や誇りを持ちつつ、グローバルな視野で活
躍するための資質・能力の育成を図る。

１「社会に開かれた教育課程」

の実現

(1) 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向
けた授業改善の推進
① 日常の授業や様々な教育活動において、
児童生徒が自ら「問い」を発しながら、他
者との関わりを通して主体的に問題を解決
していく取組の充実を図る。

② 各教科等の特質や児童生徒の実態等に応
じて、問題解決に向かう学習過程を柔軟に
取り扱うなどして、「秋田の探究型授業」
の基本プロセスを機能させた授業づくりの
充実を図る。また、その際、学習指導要領
に基づき、学習のねらいや内容に応じて児
童生徒が「見方・考え方」を働かせる姿を
具体的に想定して授業を構想することで、
目指す資質・能力の育成につなげる。

③ 各教科等の単元（題材）を計画するに当
たり、「個別最適な学び」や「協働的な学
び」をどのように設定するかをイメージし
て授業を構想するとともに、１人１台端末
の活用を組み合わせたり、学習環境を整備
したりすることで、一体的な充実を図る。

(2) 指導と評価の一体化のための学習評価の充
実
① 児童生徒が目標や課題意識をもって学習
を進めていくことができるよう、児童生徒
のよい点や進歩の状況を積極的に評価する
とともに、育成を目指す資質・能力が身に
付いているかを学習の過程や成果を通して
適切に評価することにより、学習や指導の
改善を図る。

② 評価規準や評価方法等について、学校全
体で日常的に検討したり見直したりするこ
とにより、改善を図る体制を構築し、学習
評価の妥当性や信頼性を高める。

(3) 指導方法や指導体制等の工夫改善による個
に応じた指導（個別最適な学び）の充実
① 「指導の個別化」及び「学習の個性化」
の視点を踏まえ、児童生徒の実態に応じ、
繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応
じた学習、児童生徒の興味・関心等に応じ
た課題学習、補充的な学習や発展的な学習
等、指導方法の工夫改善を図る。

② 学校の実態に応じ、ＴＴや合同授業のよ
うに教員が協力して指導したり、専科指導
や交換授業のように個々の教員の特性を生
かして指導したりするなど、指導の効果を
高めるために指導体制の工夫改善を図る。

③ 全教職員が特別支援教育の目的や意義を
十分に理解した上で、教育上特別の支援を
必要とする児童生徒の指導に当たる。その
際、個々の児童生徒の実態を的確に把握し
学習活動を行う場合に生じる「困難さ」に
応じて、計画的、組織的に指導内容や指導
方法の工夫改善を図る。

２ 確かな学力の向上
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南の合い言葉 目指す授業

授業で勝負 ～子どもも 教師も 目が輝いている授業～

(1) 豊かな心を育む道徳教育の充実
① 自校や地域の実態や課題等を踏まえ、指
導内容の重点を明確にした全体計画及び別
葉を作成し、教育活動全体を通じて、意図
的、計画的に道徳教育を推進する。

② 道徳科を要とし、児童生徒が道徳的諸価
値についての理解を基に、自己を見つめ、
他者との議論を通して物事を多面的・多角
的に考え、生き方についての考えを深める
ための手立ての工夫や機会の充実を図る。

③ 教育活動全体で見取る道徳的な行為の評
価に加えて、道徳科の授業の学習状況や道
徳性に係る成長の様子を継続的に捉え評価
することで、児童生徒の成長を促すととも
に、指導の改善を図る。

④ 自校の道徳教育に関わる情報を発信した
り、それに対する意見や児童生徒の成長等
の情報を得たりするなど、家庭や地域社会
との連携を通じて道徳教育の充実を図る。

(2) 健康で安全な生活に関する指導の充実
① 自校の児童生徒の運動に親しむ意欲や体
力の向上に向け、体力の状況や課題を教職
員間で共通理解し、学校の教育活動全体で
体育に関する指導の充実を図る。

② 多様化・複雑化している児童生徒の健康
課題の解決に向けて、養護教諭や栄養教諭
等の専門性を生かすなど、教職員間の連携
に努めるとともに、家庭や地域社会と連携
し、健康に関する指導の充実を図る。

③ 児童生徒が食に関する正しい知識と望ま
しい食習慣を身に付けることができるよう
各教科等を通じた食育を推進する。

④ 学校安全計画を基に、児童生徒が参加す
る安全点検など実践的・実効的な安全教育
を実施し、自分の命は自分で守ることので
きる児童生徒の育成に努める。また、教職
員による役割分担等の確認の徹底を図ると
ともに、家庭・地域社会・関係機関等との
連携・協働により児童生徒の安全を確保す
る体制を確立する。

(3) 児童生徒の自己指導能力の獲得を支える常
態的・先行的生徒指導を基盤とした生徒指導
の推進
① 全ての児童生徒が自発的・自主的に自ら
を発達させていくことを尊重し、学校及び
教職員がそれを支える発達支持的生徒指導
を基盤とした働き掛けを推進する。

② 小・中学校９年間で児童生徒を育てる意
識を共有し、生徒指導上の諸課題の未然防
止、早期発見・即時対応ができる小中連携
の体制を確立する。

③ 全教職員が日常的な触れ合いやＩＣＴ等
を活用した観察、計画的・協働的な教育相
談等を行うことにより、一人一人の児童生
徒、とりわけ多様な背景をもつ児童生徒に
ついて多面的・総合的な理解に努める。

３ 豊かな心と

健やかな体の育成

(1) 「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた
研修の推進
① 子どもたちの学び（授業観・学習観）と
ともに教師自身の学び（研修観）を転換し
「新たな教師の学びの姿」（個別最適な学
び、協働的な学びの充実を通じた、「主体
的・対話的で深い学び」）の実現を図る。

② 「秋田県教職キャリア指標」を踏まえ、
今後身に付けるべき資質能力や学校で果た
すべき役割等、自身の学びのニーズを把握
し、主体的に実践的指導力を高める研修に
努める。

③ 校長等と教職員との「研修履歴を活用し
た対話に基づく受講奨励」を行うなど研修
推進体制を整え、一人一人の教職員の資質
能力の向上に向けた研修の充実を図る。

(2) 自校の「目指す子どもの姿」の実現に向け
た研修
① 自校の「目指す子どもの姿」の実現に向
けて、「『確かな学力』向上推進デザイン
シート」等を活用し、教職員間で研究の重
点や具体的な手立てについて共通理解を図
り、実践を積み重ねる。

② 児童生徒一人一人の資質・能力を着実に
育成することを目指し、各教科等の指導に
おいて、自校の実態を踏まえた「個別最適
な学び」と「協働的な学び」の一体的な充
実を図る取組などを通して、児童生徒主体
の授業づくりに係る共同研究を推進する。

(3) 特別支援教育に関する研修
① 児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ
た効果的な指導・支援を行うことができる
よう、児童生徒の状態等の把握や適切な指
導方法、各障害に応じた基本的な対応等に
ついて研修を行い、全教職員の特別支援教
育に関する理解を図る。

② 特別の教育課程の編成と留意点（自立活
動、各教科等を合わせた指導等）の理解及
び個別の指導計画に基づく組織的・計画的
な交流及び共同学習等、通常の学級、通級
による指導、特別支援学級の多様な学びの
場に応じた指導・支援の研修に努める。

(4) ＩＣＴの効果的な活用に関する研修
① ＩＣＴを「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向け授業改善に生かしたり、プロ
グラミング的思考や情報モラル等に関する
資質・能力を含む情報活用能力を身に付け
させたりするため、実態に応じて、ＩＣＴ
活用指導力の向上を図る研修を推進する。

② 他の学校・地域や海外との交流、家庭な
ど学校外での学びの充実、教育上特別の支
援が必要な児童生徒への支援及び校務の効
率化等、ＩＣＴの効果的な活用について知
見を広める研修を推進する。

４ 実践的指導力を高める

研修の充実

、

、


